
日本国政府の資源循環政策の現状と
今後の展開

平成2８年１１月２６日
経済産業省産業技術環境局
リサイクル推進課



１．資源循環政策の潮流

２．国際資源循環への対応
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資源循環関連政策の国際的な議論

図：Decoupling Natural Resource Use and Environmental Impacts from Economic Growth (UNEP,2011）

社会が持続可能性を確保するには、より効率的に資源を利用し、資源の枯渇と負の環
境影響による経済的・環境的コストを削減する必要がある。
→資源デカップリング、影響デカップリングを進める必要あり。

人間の幸福

経済活動(GDP)

資源デカップリング

環境影響デカップリング

環境影響

時間

資源使用量

資源デカップリング：
経済活動と資源使用量と
の相関を切り離すこと

環境影響デカップリング：
経済活動と負の環境影響
との相関を切り離すこと
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＜政策＞
・廃棄物枠組み指令/各リサイクル指令（容器、WEEE）：埋立廃止、リサイクル目標率の向上
・廃棄物処理施設への認証・規格の適用（不適正ルートの廃止、同等処理要件）
・二次原料の品質基準の開発・適用 等

＜政策＞＜政策＞
・エコデザイン指令：耐久性、修理可能性、リサイクル可能性を踏まえた製品設計の要請
・BAT（Best Available Techniques）の参照文書（BREFｓ）：ベストプラクティスの推進
・環境コミュニケーション：ラベル、製品環境フットプリント 等

新たなビジネスモデル創出
開発・投資の促進
複数指標によるモニタリング

消費
情報の信頼性確保（公
正な商慣行）
グリーン公共調達推進

生産プロセス

ベストプラクティス推進

再生資源
二次原料品質基準
化学物質管理への対応

廃棄物処理・管理
リサイクル目標向上
処理施設の任意認証

製品設計
エコデザイン推進（耐久性、
修理可能性、リサイクル可
能性）

欧州における資源循環関連政策の状況
欧州では、2010年頃から、「資源効率・循環経済」を産業競争力強化の柱に掲げ議論を展開。
２０１５年１２月には、①域内製造業の競争力強化、②新たなビジネスの構築、③厳しい環境対策を念
頭においた、今後の方向性をまとめた「Circular Economy Package」を提示。
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（参考）エルマウサミット首脳宣言（2015年6月）

・「持続可能な資源管理と循環型社会を促進するためのより広範な戦略の一部として、資源効率性を向上させるための野心
的な行動をとる」との宣言

・自発的に知識を共有し情報ネットワークを創出するためのフォーラムとして、資源効率性のためのG7アライアンスの設立の合意

・次回サミット（伊勢志摩サミット）までに各国の取組のフォローを行うとともに、Ｇ７議長国は最低年１回Ｇ７アライアンス
ワークショップを開催

G7における資源循環関連政策の状況

伊勢志摩サミット首脳宣言（2016年5月）
「資源の持続可能な管理及び効率的な利用の達成は、国連持続可能な開発のための
2030アジェンダにおいて取り上げられており、また、環境、気候及び惑星の保護のために不可
欠である。」
「イノベーション、競争力、経済成長及び雇用創出を促進することも目標として、資源効率性
を改善するために企業及びその他のステークホルダーと共に取り組む。」

ー＞１２月１４～１５日に東京にて日本国経済産業省主催の国際資源循環に関する
G7ワークショップを開催

エルマウサミットに引き続き伊勢志摩サミットにおいても資源効率性について言及
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年代 主な課題 代表的な法律の施行

1960～1970年代
・高度成長に伴う産業廃棄物等の増大と「公
害」の顕在化
・環境保全対策としての廃棄物処理

・廃棄物処理法（1971）

1980年代 ・廃棄物処理施設整備の推進
・廃棄物処理に伴う環境保全

1990年代
・廃棄物の排出抑制、再生利用
・各種リサイクル制度の構築
・有害物質（ダイオキシン類含む）対策

・再生資源有効利用促進法（1991）

2000年～ ・循環型社会形成を目指した3Rの推進 ・循環型社会形成推進基本法（2001）
・資源有効利用促進法（2001）

日本における資源循環関連政策の状況
住民自身の取組、企業・業界団体の自主的取組、法制度整備により公害を克服。
「循環型社会」構築の取組を世界に先駆けて開始。

生
活
環
境
の
保
全

循
環
型
社

会
の
構
築

1960年代 現在

北九州市

出典：表：日本の廃棄物処理の歴史と現状（2014,環境省）を元に改変 https://www.env.go.jp/recycle/circul/venous_industry/ja/history.pdf
写真：北九州市資料 http://www.city.kitakyushu.lg.jp/kankyou/file_0264.html 5



資源有効利用促進法（H13 全面改正）
パソコンを含む10
業種69製品を指定

製造業者による自主回収・リサイクルシステムの構築等を規定

３Ｒ全般にわた
る計画的取組

の促進

循環型社会形成推進基本法（H13 施行 H24 改正）

循環型社会形成推進基本計画
（H25.5 改定）

基本的
枠組み法

①発生抑制（リデュース）
②再使用（リユース）
③再生利用（リサイクル）
④熱回収（サーマルリカバリ）
⑤適正処分

基本原則

廃棄物の
適正処理

廃棄物の処理及び清掃に関する法律（S46 施行 H24.改正）

家庭ごみに関する市町村の処理責任、廃棄物処理業者に対する業の許可、廃棄物処理基準の設定 等

容器包装

リサイクル法
（H12 施行 H18 改正）

家電

リサイクル法
（H13 施行 H21改正）

自動車

リサイクル法
（H15施行）

食品

リサイクル法
（H13 施行 H19 改正）

建設

リサイクル法
（H14 施行）

ビン、ペットボトル、
紙製・プラスチック製

容器包装等

エアコン、冷蔵庫・
冷凍庫、テレビ、洗

濯機・乾燥機

食品残さ自動車 木材、コンクリート、
アスファルト

製造・流通事業者
の費用負担

排出者（消費者）
の費用負担

排出者（事業者）
の費用負担

問題化してい
る個別物品に
対する法制度

家庭ゴミの６割を占め
る容器包装対策 大型廃棄物・ゴミ対策 その他大型・大量廃棄物対策

認定事業者に対
する廃掃法の特

例措置

小型家電に含まれる
有用金属の有効利用

小型家電

小型家電
リサイクル法

（H25 施行）
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資源循環関係法体系
基本的枠組みとしての循環型社会形成推進基本法や、３Ｒ全般の取組を促進する資源有効利用促進法を整備。
廃棄後の処理が問題化している個別物品については、個別リサイクル法を整備。



市町村
（分別収集）

例：異物除去、
ベール化

再商品化製品
利用事業者

例：シートや繊維
を製造

商品の提供

再商品化費用の支払い（再商品化義務の履行）
資金拠出制度に基づく拠出

再商品化費用の支払い

分別基準
適合物の
引渡し

登録

容器包装の流れ 費用の流れ

再商品化
製品の販売

消費者（分別排出）

例：ペットボトルを
つぶして排出

再商品化事業者
（再商品化の実施）

例：フレークや
ペレットを製造

指定法人

（（財）日本容器包装リサイクル協会）

容器の製造等・利用事業者、
包装の利用事業者（再商品化義務）

例：ペットボトルの製造事業者、
清涼飲料メーカー

引取契約

容器包装廃棄物の
分別収集

入札

資金拠出制度に
基づく資金の拠出

①
消
費
者

（
分
別
排
出
）

（
再
商
品
化
）

③
事
業
者

②
市
町
村

（
分
別
収
集
）
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容器包装リサイクル法の仕組み
関係者の役割分担を明確にし、廃棄物の減量化・再生資源の有効利用を推進。
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資源循環関連マクロ指標の推移と目標

１）資源生産性＝GDP／天然資源等投入量
各指標は向上傾向

２）循環利用率
＝循環利用量

／（循環利用量＋天然資源等投入量）

３）最終処分量＝廃棄物の埋立量



１．資源循環政策の考え方

２．国際資源循環への対応
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家電類廃棄量の見通し（2011年と2020年の推計値）

日本 米国中国欧州（15ヶ国）

ASEAN（6カ国）インド
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2011 2020

エアコン 冷蔵庫 洗濯機（万台）
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2,523 

0 
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2011 2020

エアコン 冷蔵庫 洗濯機（万台）
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エアコン 冷蔵庫 洗濯機（万台）
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495 
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エアコン 冷蔵庫 洗濯機（万台）
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世界の廃棄物発生量の見通し

（資料）各種資料から三菱UFJリサーチ＆コンサルティング推計

新興国では家電販売量が急速に伸びていることから、廃棄量も増加していくと考えられる。
特に、中国の廃棄量は先進国を超える規模まで大きくなると見られる。



日本
循環型社会形成の実績

・リサイクル産業の集積
・リサイクル法制度構築

アジア各国

各国単位で循環型経
済社会を構築

処理困難な資源の日
本での受入

再生資源の国際的な有
効利用

汚染性が管理された適正な
アジア域内資源循環システ

ムの構築

現在の取組現在の取組

• 各国における３Ｒ制度の構築支援

（エコタウン協力等）

• ビジネスベースでの３Ｒ技術・ノウハウの普及、必
要な施設の整備

更なる取組更なる取組

• 環境負荷の可視化

• 制度・システム（ソフト）と技術（ハード）のパッ
ケージでの提供

目指すべきアジア資源循環型経済社会圏のイメージ
東アジア全体が持続可能な経済発展を遂げるためには、資源の有効利用と廃棄物の適正処理を同時に達
成することが必要。

そのために、各国単位で３Ｒ制度の構築を進め、循環型社会の基礎作りを行うことが重要であり、日本は、
自治体間連携の枠組等を通じた制度構築支援や技術・システムの現地展開を通じて支援を行う。

その上で、高度処理が必要な資源については、日本のリサイクルインフラで受け入れるなど、汚染性が管理され
た適正なアジア域内循環システムを構築し、アジア大での循環型社会の実現を目指す。

11



北九州市－青島市 （２００７～２００８年度）
・エコタウン（新天地静脈産業園区）のマスタープラン策定支援等

北九州市－天津市 （２００８～２００９年度）
・エコタウン（子牙環境保護産業園区）のマスタープラン策定支援
・自動車リサイクルの事業化調査

茨城県－天津市 （２００９年度～２０１１年度）
・ＴＥＤＡにおける廃棄物管理報告制度の試験的導入の支援
・濱海新区におけるモデル事業（汚泥リサイクル）の事業化調査
・天津市・ＴＥＤＡ関係者の訪日研修、ビジネスマッチング等

福岡県－江蘇省 （２０１０～２０１１年度）
・リサイクル企業のビジネスモデル（下水汚泥・食品リサイクル
・江蘇省・無錫市関係者の訪日研修を通じた交流の実施

兵庫県－広東省 （２００７～２００９年度）
・広州市における廃プラスチックリサイクルの事業化調査

北九州市－大連市 （２００９年度～２０１１年度）
・大連国家生態工業モデル園区のマスタープラン策定支援
・ビジネスミッション、大連市行政・企業関係者の訪日研修

川崎市－上海市浦東新区 （２００８～２００９年度）
・家電リサイクル、蛍光管リサイクル等を対象に事業化調査

日中循環型都市協力（日中エコタウン協力）
日中循環型都市協力は我が国のエコタウン整備に関する経験・ノウハウを自治体間協力
の枠組みの下で移転するものであり、２００７年度から開始し、これまでに７件の協力
事業を実施。
経済産業省の支援後も、自治体及び企業レベルでの協力が行われている。
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【中国・大連市】
●長興島複合リサイクル事業
伊藤忠商事、鈴木商会

【中国・大連市】
●セメントキルンによる廃棄物リサイクル
事業
太平洋セメント

【中国・杭州市】
○家電リサイクル事業
パナソニック、ＤＯＷＡエコシステム、
住友商事

【中国・天津市】
○家電リサイクル事業
ＤＯＷＡエコシステム、住友商事

【中国・成都市】
●自動車リサイクル事業
豊田通商

【中国・江西省】
○家電リサイクル事業
ＤＯＷＡエコシステム

【中国・北京市】
●自動車リサイクル事業
豊田通商

【中国・天津市】
●廃プラスチックリサイクル事業
リーテム

【中国・天津市】
●自動車リサイクル事業
九州メタル産業

【場 所】
記号 （事業内容）
（事業者名）

（記号の判例）
◎ 支援中
● 支援済
○ 企業独自展開

（支援事業の横展開）
【中国・北京市等】
●自動車リビルト事業
豊田通商

【中国・大連市】
●電炉ダストリサイクル事業
東邦亜鉛

【中国・上海市】
●家電リサイクル事業
三井物産

【中国・大連市】
●廃タイヤリサイクル事業
加藤商事

【中国・大連市】
●古紙リサイクル事業
松本光春商店

【中国・大連市】
●自動車等リサイクル事業
豊田通商

【中国・蘇州市】
●家電リサイクル事業
ＤＯＷＡエコシステム
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中国におけるリサイクルビジネスＦＳ等の状況 （2016.10）



政策対話

事前調査
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新たな施策の展開 １

相手国・自治体において適切な資源循環制度が構築されるよう、我が国・自治体が過去
に実施してきた政策ツールや技術・システムの導入などの、環境負荷を低減させてきたノウ
ハウを提供し、相手国側と一緒になって推進。
単なるハード実証ではなく、ソフトと一体となった実証により、相手国が直面する環境問
題を解決する方策の有効性を可視化

制度の構築・導入
・インフォーマルセクターのフォーマル化
・適切な廃棄物回収ルートの確立
・廃棄物の処理・リサイクル技術の向上
・リサイクルの推進による低炭素化
・再生資源供給による省資源・低炭素化

アジア大の適正かつ
安定した資源循環の構築

アジア大の
省資源・省エネルギー化

海外実証
（ソフト・ハード一体の実証）

地方
政府

中央
政府

METI

制度構築に
実証を位置付ける

NEDO 地方
自治体

都市間協力協定
※政府も関与

NEDOと
実施機関で
MOU



制度の構築・導入
・インフォーマルセクターのフォーマル化
・適切な廃棄物回収ルートの確立
・廃棄物の処理・リサイクル技術の向上
・リサイクルの推進による低炭素化
・再生資源供給による省資源・低炭素化
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新たな施策の展開 ２

都市の持続可能性を可視化する指標を開発し、環境負荷の現状についての気づきを
促す。
各都市の現状に合わせたソリューション（技術・システム、制度）をパッケージで提供

アジア大の適正かつ
安定した資源循環の構築

・現状の把握及び課題解
決のための方法論の提
供

（相手国への訴求）
→相手国自身が現状を
把握

→指標値公表による投
資呼び込みへのアピール
等 アジア大の

省資源・省エネルギー化

技術導入のみ

技術導入
＋

制度整備

技術が機能せ
ず、思ったよう
に効果が出な
い。

制度導入を背
景とし、技術が
円滑に機能し、
効果を発揮。

APECプロジェクト化
本年８月のAPEC高級事務レベル会合において、セルフファンドプロジェクトとして実施
することにつき合意。
主要な検討の場としては、SOM Friends of the Chair on Urbanizationにて検
討されることとなっている。

サステナビリティ指標開発



※参考資料（関連制度）
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17

●対象業種や対象製品（10業種・69品目）の製造業者等に対して、以下を義務づけ。
①製造工程で生じる副産物のリデュース・リサイクル （事業所のゼロエミッション対策）
②製品の環境配慮設計 （軽量化、再生材の回収容易化等に配慮した設計）
③使用済製品の回収・リサイクル

●取組内容を「判断基準」として国が定め、その遵守を義務付け。（取組が不十分な場合には、勧告・公表・命令等の措置の対象）

排出

消費

部品

製品

流通

素材
指定再利用
促進製品

リユース・リサイクル
配慮設計による再生
材の回収容易化の義
務付け

（パソコン、自動車、家
電、ぱちんこ・パチスロ、
金属製家具、ガス石油
機器、複写機、浴室ユ
ニット、システムキッチ
ン、小形二次電池使用
機器

の全５０品目）

特定再利用業種

再生部品又は再生資源の原材料等としての利
用の義務付け

（紙製造業、ガラス容器製造業、硬質塩ビ製の管・
管継手製造業、複写機製造業、建設業、

の全５業種）

指定省資源化
製品

（パソコン、自動車、
家電、ぱちんこ・パチ
スロ、金属製家具、
ガス石油機器

の全１９品目）

リデュース

配慮設計による軽
量化、長寿命化等
の義務付け

（パソコン、小形二次電池
の全２品目）

指定再資源化製品

事業者による自主回収
・リサイクルの義務付け

特定省資源
業種（再掲）

（自動車製造業
の１業種）

特定省資源業種

（パルプ・紙製造業、
無機化学工業製品製造業等、
製鉄業及び製鋼・製鋼圧延業
銅第一次精錬・精製業、

の４業種）

（電気業の石炭灰、
建設業の土砂・木材等

の全２品目）
※ エネルギー供給又は建設工事

に係る副産物のみが対象

指定副産物

副産物の発生抑制
・リサイクルの義務付け

指定表示製品

識別表示の実施

（スチール・アルミ缶、PETボトル、
紙製・プラ製容器包装、
小形二次電池、硬質塩ビ製品
の全７品目）

副産物のリサイクル
の義務付け

副産物の発生
抑制・リサイクル
の義務付け

製品ライフサイクル

１．製造工程で生じる副産物のリデュース・リサイクル
（事業所のゼロエミッション対策）

２．製品の環境配慮設計
（軽量化、再生材の回収容易化等に配慮した設計）

３．使用済製品の回収・リサイクル

資源有効利用促進法の概要
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① 適正な引渡し
② 収集・運搬、再商品化等に関する料金の支払い

排
出
排
出

引 取 義 務

① 自らが過去に販売した対象機器
② 買換えの際に引取りを求められた対象機器

引 渡 義 務

小 売 業 者収
集
・
運
搬

収
集
・
運
搬

引 取 義 務

再 商 品 化 等 実 施 義 務

○再商品化等基準… エアコン：70％、ブラウン管TV：55％、液晶・プラズマTV：
50％、冷蔵庫・冷凍庫：60％、洗濯機・衣類乾燥機：65％

製造業者・輸入業者 指定法人再
商
品
化
等

再
商
品
化
等

① 義務者不存在等
自らが過去に製造・輸入した対象機器 ② 中小業者の委託

実施状況の
監視

管理票
（リサイクル券）

制度による
確実な運搬の

確保

指定引取場所（製造業者等が指定） 交付・回付

市
町
村
等

（平成10年６月公布、平成13年４月完全施行）

市

町

村

等

家電リサイクル法の仕組み（規制法）家電リサイクル法の仕組み（規制法）
対象機器：エアコン、テレビ（ブラウン管テレビ、液晶テレビ(※)・

プラズマテレビ）、冷蔵庫・冷凍庫、洗濯機・衣類乾燥機

排 出 者

指定引取場所 377箇所
再商品化施設 49箇所
（平成24年６月現在）

(※) 携帯テレビ、カーテレビ及び浴室テレビ等を除く。
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小型家電リサイクル法の仕組み（促進法）

19

認定事業者

・再資源化のための事業を行おうとする者は、
再資源化事業の実施に関する計画を作成
し、主務大臣の認定を受けることが出来る。

・再資源化事業計画の認定を受けた者又は
その委託を受けた者が使用済小型電子機
器等の再資源化に必要な行為を行うとき
は、市町村長等の廃棄物処理業の許可を
不要とする。

・収集を行おうとする区域内の市町村から分
別して収集した使用済小型電子機器等の
引取りを求められたときは、正当な理由が
ある場合を除き引き取らなければならない。

※各市町村の特性に合わせて回収品目・回収方法等を
選択

中間処理施設 金属製錬

金属回収中間処理

回収排出

回収ボックス or 資源ゴミの新
区分 or  ピックアップ

自治体
回収

循環利
用

製造業者（メーカー）の責務

・設計、部品、原材料の工夫により再資源化
費用低減

・再資源化により得られた物の利用

製造・販売

小売業者の責務

・消費者の適正な排出を確保する
ために協力

静脈物流

引渡

集積所
国 民

・分別して排出

引渡

消費者の責務

国の責務

・必要な資金の確保
・情報収集、研究開発の推進
・教育、広報活動

認定申請

認定、

指導・助言等

・再資源化事業計画の
認定

・再資源化事業計画の
認定を受けた者に対
する指導・助言、報告
徴収、立入検査

・認定の取消し

国市町村の責務

・分別して収集
・認定事業者その他再資源化を

適正に実施し得る者に引渡し

事業者の責務
・分別して排出
・認定事業者その他再資源化を

適正に実施し得る者に引渡し

（産廃である使用済小型電子機器等の排出の場合）
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食品関連事業者

再生利用事業者

食品循環資源

☆委託による再生利用を推進

○基本方針の作成
・数値目標（平成24年度までに業種別の目標値を達成）
・再生利用等の方策 等

○事業者の判断基準の策定
・発生抑制の基準 ・減量の基準 ・再生利用の基準 等

（平成12年６月公布、平成13年５月施行、平成19年６月一部改正、同年12月施行）

・廃棄物処理法の特例
・肥料取締法・飼料安全法の特例（農林水産大臣への届出不要）

主務大臣（農林水産大臣、環境大臣等）

（実効確保措置） 指導・助言 勧告・命令等（取組が著しく不十分）

食品関連事業者
食品の製造、流通、販売、
外食など（約24万業者）

うち年間排出量100ｔ以上の者
（約１万７千業者）

※食品廃棄物全体の約５割

定期報告の義務づけ

（促進のための措置） 登録制度 認定制度

食品関連事業者（再生利用事業計画）

再生利用事業者 農林漁業者等

食品循環資源

特定肥飼料
特定農畜水産物

☆利用を含めた計画的な再生利用を促進

食品リサイクル法の仕組み（促進法）食品リサイクル法の仕組み（促進法）

荷卸しの許可
不要

荷積み・荷卸しの許可
不要
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（平成12年５月公布、平成14年５月完全施行）

国の基本方針

都道府県の実施指針

①対象建設工事（特定建設資材を用いた一定規模

以上の解体工事等）の発注者が、都道府県に
分別解体等の計画等を届出

都道府県知事

計画が一定の基準
に適合しないとき
は変更命令請負契約の際に、

解体工事費用等を
書面に記載。

④元請業者から発注
者への再資源化の完
了の報告

※届出件数

約236万件（H14.６～H24.３）

（注）届出違反は罰則

【特定建設資材廃棄物】

建設発生木材

コンクリート塊

アスファルト塊②受注者が分別解体等を実施

（基準に従い、解体工事等を実施）

解体工事業者の登録制度

※登録数

約8,200社（H24.３現在）

（注）登録違反は罰則

助言・勧告、命令

（注）命令違反は罰則

助言・勧告、命令

（注）命令違反は罰則

処分（再生、焼却、埋立処分など）※

その他の

廃棄物

③受注者が再資源化等を実施

【再資源化により得られる物の例】
・建設発生木材→木質ボード、木材チップ等
（再資源化が困難な場合は焼却による縮減）

・コンクリート塊→路盤材、骨材等
・アスファルト塊→再生アスファルト、路盤材等

※ 廃棄物処理法で対応
21

建設リサイクル法の仕組み（規制法）建設リサイクル法の仕組み（規制法）


